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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年３月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年７月１４日 ２３時２０分ごろ 

発生場所 秋田県由利本荘市本荘大橋の下流側（子
こ

吉
よし

川） 

 羽後本荘港防波堤灯台から真方位０９７°９１０ｍ付近 

（概位 北緯３９°２３.４′ 東経１４０°０１.２′） 

事故の概要  遊漁船いの丸は、東進中、浅所に乗り揚げた。 

 いの丸は、左舷船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和６年７月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 いの丸、３.７８トン 

ＡＴ３－６５０９（漁船登録番号）、個人所有 

９.１０ｍ（Lr）×２.５３ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.００kＷ、昭和５４年９月３日 

第２１１－１３１５２号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ８４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５７年５月２０日 

免許証交付日 令和４年９月７日 

        （令和１０年１月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船底外板に破口、キール部に擦過傷等（全損） 
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 気象・水象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

水象：川面 平穏、月齢 ８.２ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、遊漁の目的

で、令和６年７月１４日１８時００分ごろ子吉川河口西方沖の釣り場

に向けて、由利本荘市本荘漁港を出港した。 

本船は、１９時００分ごろ釣り場に到着して遊漁を行った後、２２時

４０～５０分ごろ帰航を開始した。 

本船は、釣り客６人が後部甲板上にそれぞれ腰を下ろし、船長が操

舵室後部の甲板上に設置してある台の上に立って、遠隔操縦装置を使

用して操船に当たり、ＧＰＳプロッターを作動させ、約６～９ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

船長は、子吉川河口付近で約３kn に減速し、ふだんと同じように浅

水域がある左岸との距離をとって、約６００ｍ上流の予定変針場所に

向け、そのまま東進とした。 

船長は、本船が同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、２３

時２０分ごろ船体に衝撃を感じ、周囲の状況を確認したところ、‘子

吉川（右岸）にある浅所’（以下「本件浅所」という。）に本船が乗り

揚げたことを認めた。 

船長は、その後、機関を後進にかけるなどして離礁を試みたが、船

体を動かすことができなかったので、知人に連絡して救助を要請し

た。 

船長及び釣り客は、救助に駆けつけた僚船に移乗して、本荘漁港に

帰港した。 

本船は、後日、所属する漁業協同組合が手配した作業船によって離

礁作業が行われ、本事故発生場所付近の対岸にある船揚場に陸揚げさ

れた後、廃船処理となった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、遊漁船業の適正化に関する法律（昭和６３年法律第９９

号）に基づき、秋田県知事から遊漁船業者の登録を受け、自らを遊漁

船業務主任者に選任して、約２０年以上遊漁船業を営んでおり、子吉

川の航行経験は夜間を含めて豊富であった。また、事故などにつなが

るような危険を感じたこともなかった。 

船長は、子吉川を航行する際、慣れた水域なので、ふだんからＧＰ

Ｓプロッターの画面を見ていなかった。 

船長は、本事故当時、以前から子吉川を夜間帰航する際に目安にし

ていた建物の明かりがついていなかったが、右岸の様子が見えていた

安心感や長年の経験からの油断があって、目視のままで操船を行っ

た。 

運輸安全委員会の地方分析集「夜間におけるプレジャーボートの港

湾施設への衝突事故防止に向けて」（運輸安全委員会事務局神戸事務
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所作成、令和４年６月発行）によれば、船長の夜間航行経験の多寡に

関わらず、事故は発生しており、夜間航行経験が豊富な船長の場合の

事故発生要因の一因として、過信などを背景に、目視のみに頼って操

船に当たっていたことなどが記載されている。 

船長及び釣り客６人は、本事故当時、全員救命胴衣を着用してい

た。（図１参照） 

 

← 船首側                  船尾側 → 

                   

 

 

 

 

 

図１ 船長及び釣り客の乗船位置略図 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、月明かりのない暗夜の中、子吉川を手動操舵により東進

中、船長が、船位の確認を目視のみで行い、ＧＰＳプロッターを活用

していなかったことから、予定変針場所を通過したことに気付かず、

本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、次のことから、船位の確認を目視のみで行い、ＧＰＳプロッ

ターを活用していなかったものと考えられる。 

(1) ふだんから子吉川を航行する際にＧＰＳプロッターの画面を

見ていなかったこと。 

(2) 帰航の際に目安にしていた建物の明かりがついていなかった

が、右岸の様子が見えていた安心感や長年の経験からの油断が

あったこと。 

原因 本事故は、夜間、本船が子吉川を手動操舵により東進中、船長が、

船位の確認を目視のみで行い、ＧＰＳプロッターを活用していなかっ

たため、予定変針場所を通過したことに気付かず、本件浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、慣れた海域であっても、夜間や視界不良時に航行する場

合、目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッター等の航海計器も有効に

活用しながら、常時、周囲の適切な見張りを行って、船位や障害

物との位置関係を確認して航行すること。 

操舵室 

：船長  ：釣り客 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

事故発生場所 

（令和６年７月１４日 

２３時２０分ごろ発生） 

本船 

予定進路 

国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を使用して作成 

 

子吉川 

（左岸） 

（右岸） 

秋田県由利本荘市 

羽後本荘港 

防波堤灯台 

本荘漁港方面 

  の場所は、 

目安にしていた 

建物の明かり 
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写真２ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

左舷船底部を撮影 

キール部を撮影 


